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第　5　回　　調　達　公　告

　次のとおり、制限付き一般競争入札（電子入札）を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第
16号）第167条の６第１項の規定に基づき、一般競争入札について必要な事項を公告する。

令和8年4月17日

工 事 (委 託） 名 

市立点野小学校校舎棟トイレ改修工事（建築主体工事）

市立啓明小学校校舎棟トイレ改修工事（建築主体工事）

　入札の実施に関する事項は、寝屋川市制限付一般競争入札（電子入札）公告共通事項に定めると
ころによる。

市立和光小学校校舎棟トイレ改修工事（建築主体工事）

市立木屋小学校校舎棟トイレ改修工事（建築主体工事）

市立第五中学校校舎棟トイレ改修工事（建築主体工事）


